
岐阜県食品科学研究所 微生物資源頒布要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、岐阜県食品科学研究所（以下「研究所」という。）が研究開発で育種した微生物資 

源（以下「県微生物」）の研究成果普及のための頒布にあたり、必要な事項を定めるものとする。  

 

（頒布の対象） 

第２条 頒布に応じる県微生物は別表のとおりとする。 

 

（頒布の範囲） 

第３条 県微生物の頒布を受けることのできる者は、県内の食品製造所、酒類製造所および岐阜県食品 

科学研究所長（以下「所長」という。）が適当と認める団体若しくは個人とする。 

 

（禁止事項） 

第４条 次の各号における行為は禁止する。 

（１）県微生物を含む原料や製品等から微生物を分離することなどにより、新たに微生物株を取得す

ること。 

（２）県微生物を親株として、変異体・融合体等を作製すること。 

（３）頒布を受けた県微生物を再頒布すること。 

（４）他へ頒布することを目的に培養すること。 

（５）県微生物を承諾された目的以外に利用すること。 

 

（頒布の申請） 

第５条 頒布を希望する者は、別記（第 1 号様式）に必要事項を記入し、所長へ提出するものとする。 

 

（頒布の条件） 

第６条 申請者は次の各号を遵守することとし、これが遵守されていない場合、所長は頒布の承諾を 

 取り消すものとする。 

（１）微生物の取扱いに熟知した者を取扱責任者として任命し、県微生物を適切に取り扱うための設

備、安全管理体制の構築等必要な措置を講じること。 

（２）県微生物の利用に関するすべての責任は、申請者が負うこと。 

（３）第４条及び第 10条を履行すること。 

 

（頒布の決定） 

第７条 所長は前条によって提出された申請書を審査し、その諾否を判断するものとする。 

２ 前項により不承諾の場合には別記（第２号様式）により申請者にその旨を通知することとする。 

 



（代金の納付） 

第８条 申請者は所長が発行する納入通知書により、代金を納付するものとする。 

 

（免責の範囲） 

第９条 研究所は、頒布した県微生物が純粋培養であることにのみ責任を持ち、県微生物を利用した製 

品の質等については責任を負わない。 

 

（報告義務） 

第 10条 申請者は次の各号について、事前に県に報告すること。 

（１）県微生物を利用した商品、製品を販売する場合。 

（２）県微生物を利用した商品、製品に県微生物を利用したことを記入する場合。 

（３）県微生物の利用により得られた成果を公表する場合。 

（４）県微生物を利用して発明等が発生し、特許等を取得しようとする場合。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

  



別表 頒布対象となる県微生物 

番号 分類記号 品名 頒布形態 頒布価格（税込） 

１ Ｇ１ 泡ありＧ酵母 拡大培養物 １，３２０円 

２ Ｇ１／Ｓ 泡ありＧ酵母 スラント ９，２４０円 

３ ＮＦＧ 泡なしＧ酵母 拡大培養物 １，３２０円 

４ ＮＦＧ／Ｓ 泡なしＧ酵母 スラント ９，２４０円 

５ ＴＧ 多酸系Ｇ酵母 拡大培養物 １，３２０円 

６ ＴＧ／Ｓ 多酸系Ｇ酵母 スラント ９，２４０円 

７ Ｇ２ Ｇ２酵母 拡大培養物 １，３２０円 

８ Ｇ２／Ｓ Ｇ２酵母 スラント ９，２４０円 

９ ＴＳ２５ 高根乳酸菌ＴＳ２５株※ 拡大培養物 １，０００円 

１０ ＴＳ７５ 高根乳酸菌ＴＳ７５株※ 拡大培養物 １，０００円 

１１ ＨＮ０８ 低温性乳酸菌 拡大培養物 １，０００円 

・拡大培養物は受領後１週間以内、スラントは受領後半年以内の使用を推奨する。 

・スラント使用の権利は頒布を受けた日から１年間を期限とする。 

 ※特許微生物 

  



第 1号様式 

  年  月  日 

岐阜県食品科学研究所長 様 

〒        

住   所                   

会 社 名 

(製造所名)                   

代 表 者 

(氏  名)                    

電 話 番 号                   

 

微生物資源頒布申請書 

岐阜県食品科学研究所微生物資源頒布要綱に同意し、下記のとおり頒布を申請します。 

記 

品名（分類記号）         

頒布形態          

数量（本）          

利用目的           

使用予定日           

受け取り希望日      

取扱責任者      

単価 （円）           

金額 （円）           

受領日      

受領確認      

※太枠内の必要事項を記載し、提出してください。 

注意事項 

１ 岐阜県食品科学研究所微生物資源頒布要綱の規定を遵守いただけない場合及び災害その他やむを得ない事情が生じた

場合は、頒布の取消し又は延期を行うことがあります。 

２ 頒布日は、御希望のとおりとならない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。  



第２号様式 

   年  月  日 

 

申請者 

会 社 名 

(製造所名)                     

代 表 者 

(氏  名)                     

 

岐阜県食品科学研究所長 

 

微生物資源頒布不承諾通知書 

 

 年 月 日に申請のあった、微生物資源の頒布について、下記の理由により不承諾とします。 

 

記 

 

不承諾の理由 

 

 

 


